
図1　わが国における異状死体取扱数の割合
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１．はじめに

　毎日のように事件性のある死亡報道がなされてい
る。警察が取り扱っているご遺体に関するもので、
犯罪に関係した特殊なケースと思われている。確か
に報道されているものは犯罪関連死が多い。しかし
ながら、図1に示すように、私たちの国では、死亡
者の約15％が警察で取り扱われており、その数は
18万人弱である。この方々の大多数は、死体で発
見された方々であり、今後とも超高齢社会で一人暮
らしの高齢者が増加する以上、増加しつづける可能
性が指摘されてきている。

　実際に、政府はこの状況に対応して平成24年に

死因究明関連二法を成立させた。1つは、死因究明
等推進法と呼称された「死因究明等の推進に関する
法律」、もう1つは、死因・身元調査法と呼称され
る「警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等
に関する法律」である。前者は平成24年 9月から
の2年間の時限立法で、内閣府に官房長官を長とす
る「死因究明等推進会議」が設置され「死因究明等
推進計画」の立案がなされた。その計画立案の検討
会として18回の会議が開催されて、日本における
死因究明の様々な資料が提示されて議論されたが、
結果として現状を追認する形となったのは非常に残
念な結果であり、むしろ、読者の方々は驚くであろ
う。ぜひ、内閣府のwebページ（http://www8.cao.go.
jp/kyuumei/）をご覧いただきたい。なお、平成26
年6月13日に閣議決定された「死因究明等推進計画」
（1）について検討会後に加えられた内容を赤字にし
て表1に再掲する。要約すると、
　①各都道府県において関係者からなる協議会を
　　設置し、その地方の実情に応じた死因究明のあ
　　り方を決めること、
　②司法警察員の研修の充実、
　③医師の充実と技術向上、
　④小児の死亡例に死後画像を使うこと、
　⑤必要な検査・解剖を明らかにするための研究
　　を推進すること
の5ポイントとなる。この内、①は行政機関マター
であり、②は警察や海上保安庁等の話であり、今
までも推進してきている。④についてはすでに行
われている。医育機関である医学部、医学研究機関
である大学院医学（系）研究科（院）では、少なくと
もこの③④⑤は担う必要があり、その組織は、法
医学、病理学、放射線診断学、臨床検査医学に始ま
り、救急医学、循環器内科学、疫学、バイオインフ
ォマティックス、臨床統計学等、学際的なものが必
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図2　「死因究明学」の創造と担い手養成プラン

表1　死因究明等推進計画の要点（平成26年 6月 13日閣議決定された死因究明等推進計画の抜粋）
　　　赤線は条文になく、推進会議後に加わったもので概要版に実際に赤字で示されている

要になると考えてよく、大学の使命は大きい。6月
に政府から発表された「経済財政運営と改革の基本
方針2015」（http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/
kaigi/cabinet/2015/2015_basicpolicies_ja.pdf）にお
いても19ページに「死因究明体制の強化」との記
載があり推進は政府方針であることには変わりない。

２．「死因究明学」とは

　先に述べた死因究明二法の法案提出に合わせ、大
阪大学では平成24年度に死因究明に関する専門家
を養成する教育研究プロジェクトを計画した。それ
が、平成26年度に文部科学省特別研究費に新規採
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図3　「死因究明学」の創造と担い手養成プラン　背景と課題

択された「「死因究明学」の創造と担い手養成プラン」
である（図2）。図3に示すように、その背景は、「死
因不明社会」（2）とされていて正確な死因を診断す
るためには解剖しかなかった、あるいは解剖が
golden standardとされていた時代に警察庁の検討
会で計画された犯罪見逃しを防止するためかつ公衆
衛生の向上のために解剖率を20％に上げる提言を
したこと（3）、そして、司法解剖はもとより大阪府
監察医制度（4）や、いわゆる診療関連死に関する
死因究明と再発防止の第三者機関モデル事業（5，6）
において大阪大学は解剖による死因究明等を担って
きたことが挙げられる。もちろん既存の学問領域で
ある法医学で担う訳だが、司法解剖例を除くと内因
性疾患が多いことから（5）、その病態の解明や予防・
治療を考えると病理学教室、公衆衛生学教室、臨床
各科との連携が重要になる。そこで、新たな学問領
域として計画した。改めて法医学という学問領域を
述べると、司法解剖等による犯罪に巻きこまれた方々
の死因や損傷鑑定だけの分野ではなく、死因機序等
の病理学的な研究分野、毒物学、中毒分析学、
DNA多型学、アルコール医学、医事法制学、生命
倫理学等幅広い学問領域である。ちなみに私はアル
コール医学を専門としており、教室員ともども飲酒
の法規制の医学的検討（7，8，9，10）やアルコー

　

ルの生体作用・中毒作用・臓器障害発生・進展機構
等の研究を行ってきている（11，12，13，14）。
　したがって、「死因究明学」とは様々な分野が担
ってきた死因に関する領域を統合して死因にフォー
カスを絞った教育研究を担う分野とお考えいただき
たい。つまり、実務としての解剖、画像・生化学等
の諸検査はもちろん、死亡機序や原因不明の突然死
等の発生病態機序の解明、死因の統計学的解析、死
因究明に関する法制度や施策研究、たとえば自殺の
背景解析と予防施策立案等も含まれ、行政との連携
も視野に入れる分野ということになる。まずは、速
効性のある人材育成を目指し、大学院医学系研究科
修士課程に平成27年度に歯学研究科、薬学研究科
と連携した「死因究明学コース」を設置した（図4）。
図5には、そのコースについて平成27年度の科目
等を示す。また、単年度の科目等履修生用に大学院
高度プログラム「死因診断能力の向上と死因究明の
攻究」も設置し、2月に募集している。この教育シ
ステムを活用して社会に人材を排出する予定である
（15）。
　また、このプロジェクトでは死因診断・予防解析
プロジェクトも動かしている（図6）。これは未だ
整備されていない死因診断基準についてその原案を
作成し全国調査等を行って基準（案）を策定するこ
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図7　死因究明学

図5　「死因究明学コース」のカリキュラム

図6　「死因究明学」の創造と担い手養成プラン　事業内容

とと、その基準（案）を用いて診断した死因とは異
なる原因不明の死因について死亡機序を解明するも
のである。たとえば、すでに米国心臓学会や欧州心
臓学会がガイドラインを出している突然死遺伝子変
異検査なども含まれ（16）、これらの検査等を行っ
ても原因不明である疾患群を解析・解明し不幸な死
を防ぎたいと考えている。
　これが「死因究明学」である（図7）。先に述べ
たように非常に学際的な分野であるとともに、未だ、
解明されていないことが多すぎる分野である。死に
至る機序はほとんどの死因で明らかではない。誰し
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図4　大学院医学系研究科「死因究明学コース」



図9　死体取扱時の立会医師の種別

図8　死の診断と死因診断

表2　日本の解剖制度

もの体に起こる死体現象も解明されていない。死因
診断マーカもない。是非とも、医学系のみならず多
くの分野の学者が参入していただけることを願って
いる。

３．死因究明の必要性

　冒頭に述べたように私たちの国は「死因不明社会」
とされてきた（2）。根拠となるデータの1つに死因
の変遷がある。平成27年に発行された人口動態統
計（17）において、その変遷で平成6年～7年にか
けて認められた死因として心疾患が30％、肺炎が
20％の減少と脳血管疾患の20％の上昇があり（図3
内の図6）、同資料（17）において、厚生労働省は
この動きが死亡診断書・死体検案書の書式改訂にあ
る可能性について記載されている（図3内の図6）。
つまり、書式改訂に伴い、死亡の終末期である心不
全、呼吸不全は使えないとの通達にともなう。
　私たちの国では、多くの人が医療機関で亡くなる
ため死因診断は臨床医が行っており臨床診断で死因
が付けられている（図8）。予期しない死亡や死体
で発見された場合に、救急医や警察医、監察医制度
のある地域では監察医が診断をする（図9）。検案
でわからない場合に解剖に伏され、この場合は法医
と病理医、監察医がそれぞれの法的根拠に則って解
剖しているのが現状である。その解剖制度を表2に
示す。つまり、死因を明らかにするために解剖をと
考えても、その前に解剖するためにどの法律が適用
可能なのか考えなければならない制度になっている。

死因を明らかにすることにおいてはいずれも変わら
ないことから、改めて再考する必要があることを指
摘しておきたい。
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　図10は通常の医療機関で死亡する場合を示した。
臨床医が身体所見や検査等の科学的エビデンスに基
づき診断をつけた内因性疾患により、徐々に全身状
態が悪化し死亡した場合は、明らかに診断のついた
内因性疾患の死亡である。一方、急変した場合（図
11）は予期しない死亡となり途端に死因診断が困
難になる。図12のように死後画像にて体内所見を
取り、死後血による生化学検査を行うことが必要で、
それに基づいて死因をつける必要がある。現状では
これらの検査を行うことでより正確な診断が可能に
なる（図13）。もちろん、手術等が行われた後であ
れば死後画像等では詳細はわからないため、解剖は
必要であることがわかるが、その際においてもAi
は必須であり、生前の画像と比較できて原因究明と
再発防止に役立つ（図14）。

４．死因は医療・介護のアウトカムである

　2012 年の年末に Lancet に報告された論文群は
2010年の世界の死因について調べたものであった。
その中で1990 年との比較では15歳～ 65歳のいわ
ゆる勤労人口において、HIV／AIDSかつ結核によ
る死亡の割合が顕著であること、がんは男性が60
歳代、女性が50歳代に割合が高くなり、高齢者で
は減少することが示された（18）。さらに世界の15
歳～ 49歳の死因については表3のようになる。女
性も男性もHIV／AIDSと結核を合わせたものが1
位で、それぞれ19. 0％、15. 8％であり、感染予防
と治療が不十分であることが示されている。また、
心血管疾患も男女とも1割程度あり、その予防対策
も課題であると考えてよい。自殺は5％前後、この
世代の女性においては乳がんも大きな問題である。

図14　解剖時における科学的な診断

図12　死体検案時の機器の利用

図11　急変時の課題

図10　臨床診断
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図13　死体検案でできる検査



表3　世界の15歳～49歳の死因

　一方、日本では、平成25年のデータ（17）から、
自殺の割合が大きく、20代においては約半数を示す。
また、小学校高学年から勤労人口においては自殺の
割合が高いことがわかり、高齢者においては自殺の
割合はかなり小さくなる。また、がんは世界と同様
に男性が60代、女性が50代にピークがあり、この
ことについては世界と同様の傾向を示しているもの
と推察できる。
　日本の死因統計において、胃がん、心疾患、自殺
という3つの死因を取り上げてみる。平成27年に
発行された人口動態統計（17）で、都道府県別の
年齢調整死亡率が平成7年、平成12年、平成17年、
平成 21 年の経時的な変化を示したグラフがある。
この中で胃がん、心疾患、自殺について取り上げる。
胃がんにおいては都道府県別に年齢調整死亡率の違
いはあるものの、5年ごとに下がってきている。一方、
心疾患については、胃がんと同様にさがっているよ
うに見える都道府県もあれば、上昇している都道府
県も存在する。自殺については東北2県と九州3県
が著明に減少しているが、その他の都道府県におい
てはほぼ一定かあるいは上昇している都道府県も存
在している。大阪市内の非犯罪死体を取り扱う大阪
府監察医事務所のデータと大阪市の死亡統計との関
係からみる（6）と、がんについては2％程度、心
疾患は40％程度、自殺はほぼ全例取り扱っている。
このことは、死体で発見された方について解剖と各
種検査を行って心疾患等の正確かつ詳細な死因診断
や、自殺の解析が必要なことがわかる。心疾患につ
いては家族性に発症したりするためにコンサルテー
ションと今後のケア、あるいは救急医療における速

効性のある治療等の検討、予防のための健康診断な
どにつなげることができる。自殺についても精神疾
患を患っている方がそれほど多い訳ではなく、その
手段や飲酒の有無、治療経過等も重要であり今後の
検討が待たれる。

５．死因究明から生まれるもの、そして未来医療

　へ

　Vosらは、世界の死因について障害生存年数（Y-
ears lived with disability）について解析を行った結
果を報告している（19）。この障害生存年数とは、
概ね寿命と健康寿命の差とお考えいただければ結構
である。たとえば、勤労人口（15歳～65歳）にお
いては精神疾患が大きく影響しているが、高齢者に
おいてはあまり影響はないという結果が示されてい
る。また、死亡率や障害生存年数に影響を及ぼす疾
患と因子についてもMurrayらがデータ（20）を示
されており、彼らの結果について障害生存年数4％
以上、これは80歳とすると3年以上であることを
示すが、死亡率8％以上に影響を及ぼすものを抽出
したものを表4に示す。このように、高血圧、喫煙、
飲酒、果実食は、死亡率を上昇させ障害生存年数を
上昇させることがわかるし、虚血性心疾患や脳血管
疾患に罹患することも、これらは先の因子の結果と
も言えるが、死亡率や障害生存年数を上昇させるこ
とがわかる訳である。
　日本については、先に述べたように、死体で見つ
かる方が15％程度いて、その7割が心疾患とされ
ている（4）。しかしながら、日本の循環器医療は世
界の最先端である。このことを考慮すると、死因と
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図 15　死因診断のアウトカム

表 4　死亡と障害生存年数に影響を及ぼす疾患と因子

された心疾患が診断されていないものなのか、そも
そも心疾患ではないのではないか、あるいは未知の、
極めて稀少と言われている心疾患ではないのかと考
える次第である。是非とも不幸な突然死を減らすた
めに、多くの学者が参画するとともに、一般の方に
も興味を持っていただき、様々なご支援、ご指導を
いただいてこの学問を育てて行きたいと考えている

（図7）。21 世紀の後半は今とは違った医療が行われ、
違った社会になっている可能性が高い。「死因究明学」
は良い方向でその一助になると考えており、是非と
も 21 世紀の医療を支え、22 世紀を担う医師を育て
る現在の若い学徒の皆さんにチャレンジしていただ
きたい（図15）。
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